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第 1 回オオクチバス等に係る防除の指針改定に係る検討会（令和 6 年 9 月 12 日開催）等 

のご意見まとめ 
 

No. 意見 事務局見解（対応案） 対応状況 

1 中井委員： 

・オオクチバス等防除の手

引きについては、言及され

ないのか。指針の中で参考

資料として添付した方が良

いと思う。今回、指針が改

定される事情のひとつに、

新規に開発された技術を盛

り込むことがありますが、

「手引き」にこそそうした

バージョンアップが必要で

はないでしょうか。 

環境省で作成した手引きは HP で公開してい

る。資料については整理の関係上で特に具体

に明記していないが、普及啓発の一つとして

実施している取組として紹介したいと思う。

手引きのバージョンアップについては今後の

ための貴重なご意見として承る。（環境省） 

手引きを案内。 

6p 14-15 行目、巻

末 

2 中井委員： 

・資料２－１の「現状と課

題」に関し、「モニタリン

グ」という言葉があるが、

指針の中で「防除後の追跡

調査」をモニタリングと呼

んでいる。資料２－１で示

されているモニタリングは

「状況把握」としたほうが

良いだろう。同じモニタリ

ングという言葉が、異なる

視点で使われているため整

理した方が良い。 

指針本文では、既存の「モニタリング」を全

て「追跡調査」に修正。5p 18 行目は、未侵

入水域についての記載であるため、「モニタリ

ング（現況調査）」として追記。資料２－１

（第 2 回検討会資料「参考資料２」）では、

「モニタリング（現況調査）」と「追跡調査」

にそれぞれ修正。 

4p 35、 

5p 18、 

9p 1-4・19-20、 

10p 32、 

11p 19 行目 
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3 谷口委員： 

・「見直しの方向性とポイ

ント」に関し、電気ショッ

カーボートは比較的大規模

な水系において有用だが、

配備には大きな予算が必要

な機材である。コクチバス

防除の観点から、小規模河

川や浅い場所でも防除を実

施することが多いと考えら

れるため、電気ショッカー

ボートと合わせて、比較的

入手しやすく、小規模な水

系でも汎用性の高い背負い

式の電気ショッカーについ

ても指針に記載してはどう

か。 

表現を修正し、注意事項及び電気ショッカー

が在来魚に与える影響及び使用についての指

針・提案を記載した報告書を巻末資料に追

加。 

5p 36-6p 2・15 行

目  
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4 淀委員： 

・防除を実施している都道

府県の割合について、分母

はどのように扱っている

か。オオクチバスとブルー

ギルはほぼ全都道府県に侵

入している一方で、コクチ

バスはまだ未侵入のところ

がある。 

 

細谷委員： 

分布域の中で防除をどれく

らいやっているかの割合も

記載すべきだ。未分布地域

まで含めると過小評価に繋

がる。実際に分布している

ところでどれくらい努力し

ているかというのを一行入

れたほうが現状把握になる

だろう。 

 

中井委員： 

国環研のデータベースの分

布情報は市町村の報告をそ

のまま使っているが、疑わ

しいものが含まれることが

あるので、スクリーニング

をする必要もあるだろう。

今後検討いただければと思

う。 

分母は 3 種とも全て 47 都道府県としている。

必ずしもコクチバスの防除実施の割合が低い

というわけではない。 

令和 5 年度に実施した都道府県対象のアンケ

ート調査結果より、コクチバスの生息情報が

あると回答があった都道府県は、32 道府県で

あり、その中で防除を実施していると回答が

あった都道府県は 21 府県であった。この結果

をもとに再計算すると、コクチバスが侵入し

た都道府県のうち、65％で防除を行っている

という結果となった。また、コクチバスの侵

入している都道府県の分母を国立環境研究所

の侵入生物データベースから抽出すると、37

都道府県で、57％となった。いずれも 6 割程

度という状況であった。なお、本データにつ

いては、既存の文献等を踏まえ再精査した

が、概ね妥当な数値だと考えます。 

 国環研データベースの分布情報のスクリー

ニングについては、都道府県の体制のことで

あり対応は難しいと思われるが、ご意見とし

て承る。 

資料 2-1 を修正

（第 2 回検討会資

料「参考資料２」） 

5 藤本委員： 

継続的な防除により成果を

挙げた事例もあると思われ

るため、そのような取組を

環境省や国全体としてどう

活かしていくかという思想

は主軸の一つに入れても良

いのではないか。 

ご意見として承る。 ー 
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6 淀委員： 

・資料２－１の「見直しの

方向性とポイント」に記載

のある漁法はほぼ全ての水

域で特別採捕許可が必要で

あるが、各都道府県が設定

する特別採捕許可の要件に

は特定外来生物の防除が入

っていないという問題があ

る。試験研究や漁業者の生

業等の要件では許可が下り

るものの、民間団体が特定

外来生物を防除するために

これらの漁法の特別採捕許

可を申請しても、許可が下

りないジレンマに陥ってお

り、駆除に大学教員が加わ

ることで試験研究という体

裁としてそれらの漁具を使

ってもらっている実情もあ

る。そのため、アンケート

における「民間団体駆除」

は、実際は試験研究の枠に

入るものもあると思われ

る。このように、民間団体

による防除においては、研

究者が関わっているにも関

わらず、研究者が防除に関

与していないように見て取

れてしまうというネガティ

ブなバイアスがかかってい

る。有効な漁具が防除のた

めに使えない部分を解消し

てほしい。 

 

中井委員： 

これまでも外来生物法の見

直しなどでも問題視はされ

ている。水産庁の所管する

文言を変えれば改善するこ

とだが、法律の対応ができ

ていない。これは省庁間の

問題であり、水産庁にとっ

実態として、漁業調整規則により、今この場

でどうなっているかは把握しきれていない

が、担当に確認し現状を把握し、どういう風

に解決できるか、指針に盛り込めるかも検討

したい。（水産庁） 

水産庁と現状どうなっているか事実確認しつ

つ、どのような運用が可能か確認し、指針へ

の反映を検討し、次回検討会時に案を示した

い。（環境省） 

 

防除の際に用いる漁具・漁法については、都

道府県の漁業調整規則等で使用に制限のある

場合があるため、地元自治体の水産部局に問

い合わせる旨を追記。 

 

実施水域の水質や在来魚種等へ配慮の観点か

ら、防除等行為実施前後の変化等の有無につ

いて検証ができるよう、専門家や研究者の存

在は必要。防除のためといえ安易に許可を出

す構図としてしまえば、在来魚や水質への影

響を考えずに行ってしまう者が出てくるリス

クがある。当面は、試験研究等の許可をその

都度取り付けるべきと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6p 18-19 行目 
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ても重要な課題なのでご検

討いただきたい。 

 

細谷委員： 

2004 年に外来生物法がで

きてからの問題であり、環

境省から水産庁宛に何らか

の尽力を願う一方で、この

決定は水産庁がやるのでは

なく、地方自治体単位の問

題であると思われる。法律

を修正せずとも、水産庁か

らの通達で改善するのでは

ないか。 

 

7 藤本委員： 

・防除の関連主体が明確で

ないため、指針の中に主語

を入れるとよい。また、

「３．目標の設定 」に低

密度管理との文言がある

が、目標としては曖昧な部

分が多いため、低密度管理

における出口戦略を考えて

いく必要があると思われ

る。希少種だと、事業フェ

ーズと監視フェーズのよう

に段階を設けていたと思う

ので、同じ視点があっても

良い。 

主体の明記について、指針全体の課題として

受け止めた。低密度管理の記述についても検

討したい。（環境省） 

指針案に適宜反

映。 

後段については、

7p 25-29 行目に記

載。 
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8 中井委員： 

・改定指針は前回のものを

加筆修正して作っており、

「１．目的」が外来生物法

制定直後の内容のままであ

る。読者は令和 7 年に発行

されるものを読むため、そ

のことを想定して修正した

ほうが良いだろう。例えば

「認定」については外来生

物法の法改正で内容が変わ

ったので、実状との齟齬が

あるため、１．については

全体的に書き換えた方が良

い。 

また、1 ページ目の第 5

段落において特定外来生物

の防除に様々なハードルが

あることについては、目的

の項に書かず、必要な項目

で要所を補う方が良い。 

・改正法は内容が変わって

しまっているので、指針の

目的の文章を書き改める必

要があります。また、この

指針が、各実施主体が適切

な防除計画を立て、防除の

公示や、確認・認定を得る

手続きを行うことを促すこ

とを、主たる目的とするの

であれば、そのことについ

て、言及する必要があると

考えます。（この指針の本

文中、または指針へと導く

箇所に置いて。） 

・今回記すべきは、旧版・

初版の指針が策定された経

緯ではなく、外来生物法施

行直後に指針が策定され、

このたび法改正により、そ

の内容を改めて記したこと

を記すべきです。つまり、

次の段落とをまとめてもう

修正する。（環境省） 1p～2p「１．」。 

なお、防除の公

示・確認・認定の

記載については、

10p５.(1) で記載 
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少し簡潔にまとめることが

必要だと考えます。 

・会議の席上でも述べまし

たが、防除の指針の策定を

検討する者にとって、確

認・認定をとることのよう

な敷居を高くする文言を、

少なくともこの位置に記す

ことは不適切だと考えま

す。（記すとしても、末尾

ま た は 末 尾 近 く で 、「 な

お」書きくらいではないで

しょうか。）外来生物法の

施行後、オオクチバス等の

場合、防除の確認・認定を

取らないで駆除が積極的に

なされている実績が積み重

ねられていることについ

て、十分に考慮・配慮する

ことが大切ではないでしょ

うか。 

藤本委員： 

・現代の方から見た視点で

書き替えるのが適切かと、

私も思います。 
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9 淀委員： 

・２．（３）の「予防的な

観点から防除が必要な水

域」の部分について、コク

チバスが「冷水域」に定着

しやすいという表現は疑問

である。アメリカにおいて

は、コクチバスとオオクチ

バスの北限が同じであり、

国内においても、コクチバ

スはより温暖な三重県や和

歌山県にも広がっている。

南日本では定着しづらいと

いう誤解を招く可能性があ

るため、「冷水域」という

文言を削除してもいいので

はないか。 

 

中井委員： 

賛成である。同じく、「流

水域」という文言にも問題

であり、コクチバスは止水

域にも侵入するため「流水

域にも～」の表現の方が正

しい。 

 

中井委員： 

コクチバスは河川の中上流

にも侵出することが懸念さ

れ、定着までは難しくと

も、生息することにより流

水性の魚類に影響を与える

ことが問題視されていま

す。 

冷水域というよりは流水域に適応することで

より上流の（気温の低い）山間部に侵入でき

るものという観点で修正。 

3p 34-35 行目  
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10 大浜委員： 

・コクチバスの書きぶりを

強 化 す る こ と は 良 い

が、４．（１）侵入又は

分布拡大の防止の部分

も拡充いただきたい。

侵入予防は重要で、現

在、密放流に罰金１億

円、300 万円という実効

性 が あ る に も 関 わ ら

ず 、 防 止 で き て い な

い。いくら普及啓発し

ても 100 人に 1 人でも放

流してしまうと生息地

拡大は止まらない。指

針 に 入 れ ら れ な く と

も、抑止力として環境

省と水産庁が警察へ協

力依頼を出す、また指

針に基づいて違法行為

の防止もしくは防除に

取り組めるような、現

場で対応できるアドバ

イザーを環境省内に配

置することも検討いた

だきたい。 

 

渡辺委員： 

→予防に対する良い事例が

あれば、指針の中にも

織り込まれるべきだと

思う。 

 

中井委員： 

違法放流のうまみは釣りな

ので、放流されても釣りが

できないようにすればよ

く、釣り禁止のように釣り

たくても釣ることができな

くなる状況を作ることが大

事である。指針に具体的に

書くのは難しいが、放流を

させないための努力を、放

4.(1)の部分について、指針の位置付けとし

て、指針内に書き込める事項には限界がある

ため、書ける範囲で検討したい。 

 

漁業に関する法令等で、個別に漁具・漁法等

を制限することはあっても、遊漁行為そのも

のを禁止することは困難である。 

 

巻末に関連の参考資料の情報を掲載するとと

もに、4.(2) 1)に巻末の参考資料について参照

する旨を追記。併せて、外来生物に対する正

確な理解や防除活動、違法放流の問題につい

ての、広報等を活用した地域住民や遊漁者等

への理解の醸成については、4.(3)に記載。  

 

 

5p 13-21、 

6p 14-16、 

9p  23-34 行目 

（25 も参照） 
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流をする人に訴えるような

ことも重要だ。放流したも

の勝ちの状況が放置されて

いることが問題であり、こ

れが密放流の温床となって

いる。この指針は「密放

流」を知ってもらう数少な

い機会の 1 つなので、でき

るだけ違法行為の横行や、

その課題について言及して

ほしい。大浜委員のご意見

にもあった警察への協力依

頼も重要で、オオクチバス

類の放流は犯罪であること

を周知することも重要だ。 

 

坪井委員： 

大浜委員、中井委員の話は

その通りだと思う。私も水

産庁事業を実施している中

で、オオクチバス類がどん

どん広がっていく状況に危

機感を持っている。放流さ

れたら莫大なエフォートを

かけて防除を行うというの

は間違っている。琴川ダム

で密放流があり、釣り禁止

となったが、そのような事

例は記載できないか。この

ような事例の記載をもう少

し充実させて、放流を未然

に防止できるようにしては

どうか。 

 

松崎委員： 

委員の皆様の意見を受けて

だが、坪井委員の言うよう

に情報の共有をしていく必

要がある。防除の事例（グ

ッドプラクティス、バッド

プラクティスなどを含め）

を全国的に共有する仕組み

の整備を指針に盛り込める

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6p 14-16 行目、巻

末 

（優良事例を含む

防除マニュアル等

を整理した HP を

環境省にて構築済

み） 
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と良い。様々な防除対策を

実施していくうえでの障壁

を特定することで次の課題

につながるので、様々な情

報を共有していくことは重

要だ。 

 

細谷委員： 

中井委員の意見に賛成であ

る。その上で現実味をつけ

るのであれば坪井委員、松

崎委員の言う通りである。

４（１）①のタイトルと密

放流の件は実はすり合わな

いので、分布拡大のポテン

シャリティを明確にしない

と い け な い 。「 ル ア ー 釣

り」とは示しにくいだろう

が、あいまいな書きぶりで

あるので、もう一歩踏み込

んだ方が良い。 

11 中井委員： 

・指針では外来魚３種が出

ているが、読者はこの基礎

生態を知らないと思う。今

回の手法の中でも普通の魚

と異なる性質があり、その

性質を踏まえた防除のため

にも、一般読者のために最

低限の補足は必要だろう。 

記述を修正。 

 

生態を記載した

「手引き」等を案

内。 

6p 14-16 行目、巻

末（優良事例を含

む防除マニュアル

等を整理した HP

を環境省にて構築

済み） 

12 渡辺委員： 

・「６．実施体制の整備」

について、外来生物法の条

文が記載されているが、文

章の中でこの条文が何なの

かわかりやすくしたほうが

よい。 

（中井委員同旨） 

記述を修正。 12p「６.」 
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13 藤本委員： 

・参考資料２について、都

道府県への問い合わせでは

市区町村の活動等の把握が

不十分かもしれない。ま

た、「都道府県における法

に基づく防除の実施体制」

について、漁協はどこに位

置付けるのか。また、グラ

フごとに凡例が異なり、デ

ータが読みにくいので整理

してほしい。 

既に実施済みのアンケートであり、回答の選

択肢上の問題であるため、把握は困難。今後

の業務の参考とさせていただく。 

― 

14 淀委員： 

・参考資料２の１．防除実

施水域の記載について、

「生態系被害防止及び漁業

被害防止」が目的と回答し

ている自治体の防除目的が

「主に漁業被害防止対策だ

ろう」と推論されている

が、「生態系被害防止」が

選択肢にある以上、その文

言も入れる必要がある。 

推論は事務局での推測に過ぎないため、推測

は省き、回答結果からの事実を記述する。 

参考資料 2 を修正

（第 2 回検討会資

料「参考資料３」） 
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以下 

検討

会後

に提

出さ

れた

ご意

見。 

15 

谷口委員： 

今回の指針のどこか（「防

除の優先度が高い水域の考

え方」のあたりでしょう

か）に予防の気候変動（温

暖化）による水温上昇とコ

クチバス（オオクチバス、

ブルーギルも同様ですが）

の分布拡大との関連につい

て少し（ひと言でも）触れ

ると良いかもしれません。

理由は以下の通りです。 

 コクチバスの問題はアメ

リカ合衆国で顕在化してい

ます。これはオオクチバス

よりもひどいです。なぜな

ら、河川性であるという理

由で、内水面資源管理がお

そらく世界で最も大規模に

行われている当地で、サケ

科魚類を中心に既に個体群

レベルで影響が出ているよ

うです。 

 このメールに添付した文

献ですが、米オレゴン州の

コロンビア川水系では気候

変動により河川水温の上昇

により、将来コクチバスの

分布が水系全体の 2／3 に

まで拡大すると予想されて

います。オレゴンは西海岸

ですのでコクチバスは日本

流に言うと国内外来種にあ

たりますが（あちらでは国

内・国外外来種という概念

がありません）。どういう

被害があるかというと、タ

イヘイヨウサケ類（特にマ

スノスケ＝キングサーモ

ン）稚魚への深刻な捕食の

影響があるようです。冬季

にサケ類が越冬する場所

（マイクロハビタット）で

表現を修正。 4p 7-8 行目 
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コクチバスが食いまくって

しまうようです（捕食が深

刻）。 

 本日の会議でも委員のな

かから、２０年前という話

が出ていましたように、温

暖化の影響はまさにそれに

該当すると思います。オオ

クチバスは北海道でいった

ん根絶され状態と認識して

いますが、これが復活する

恐れ、さらにコクチバスの

分布の北上が北海道に及べ

ば、同地の平野部に数多く

分布するイワナ類、マス類

への影響は計り知れませ

ん。 

16 谷口委員： 

２の（３）のところで湿地

タイプを水域タイプのほう

が良いのでは。 

 文章を見ると、湿地より

も水域のほうがピンと来る

感じです。 

 

中井委員： 

ラムサール条約から来てい

るのでしょうが、一般に日

本語の「湿地」という言葉

に英語の「wetland」ほど

広い意味は含まれていませ

ん。 

表現を修正。 3p 35-36 行目 
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17 渡辺委員： 

P2、30 行目（一方

で、、、）32 行目：「確認で

きていなかったのが」 

—>「確認されていなかっ

たのが」（あるいは「確認

されなかったものが/とこ

ろが」） 

（できていない、というの

はもっといるのに見つけら

れなかったかのようにも読

めます。） 

河川水辺の国勢調査の結果に依るものとして

表現を修正し、巻末資料として掲載。 

巻末 

18 松崎委員： 

もしかしたら一部の委員の

先生に違う解釈されたかも

しれませんので、一応明記

しておきます。 

・防除等の事例（Good 

practice だけではなく、失

敗例や効果が認められなか

った例）を共有する取り組

みや仕組みの整備を、指針

に盛り込む。※事例を指針

に盛り込む意図ではない 

・様々な防除対策を行う上

で、様々な障壁が出てくる

とことが予想される。それ

らを網羅・共有し、次の指

針につなげる。 

― 意見 10 中の松崎委

員意見と同じ 

19 藤本委員： 

文章全体を通して、防除活

動に直接取り組む団体に向

けた内容が多くみられます

が、本文にもありますよう

に、多様な主体の参加と連

携が必要ですから、国、地

方公共団体、防除団体、そ

れぞれが動きやすくなるよ

うな指針を意識されてはど

うでしょうか 

本指針はオオクチバス等の防除実施計画作成

の手助けとなるよう作成したものであり、防

除活動に取り組む主体向けのものである。た

だし、多様な主体の連携や各主体が動きやす

くなるような指針を目指す点についてはその

とおりであり、各主体の役割の部分でその点

を示せるようにする。 

12p「６.」 
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20 藤本委員： 

４．効果的な防除手法には

（１）～（３）の３項目が

挙げられていますが、対応

する３．目標の設定には、

（１）～（２）しかなく、

（３）の普及啓発に関する

目標設定が欠けています。

（３）普及啓発の目標とし

て、違法放流の撲滅の記述

がここに必要ではないでし

ょうか。あるいは３（２）

の中に、普及啓発を入れ

て、違法放流の撲滅を記し

てはどうでしょうか。 

目標の設定として、3.(3)として普及啓発の項

目を追加しました。なお、同パートの構成・

位置付け上、個別目標の追記は困難であるた

め、求められる普及啓発の内容事項について

の記載としております。 

5p 2-10 行目 

21 藤本委員： 

20 年間の間に多数のマニ

ュアルが公表されてきまし

た。４や５の記述は、簡潔

にし、マニュアルを参照す

るようにしてはいかがでし

ょうか。 

各委員の指摘を踏まえ、マニュアル参照の旨

を記載。 

6p 14-16 行目、巻

末 

22 藤本委員： 

環境改善対策は章立てする

必要はなく、①などに付記

する程度で良いと思いま

す。環境改善は重要ではあ

りますが、オオクチバスに

よる捕食の影響が大きいう

ちは、環境を改善させて増

え始めても保全目標種は捕

食されるだけだからです。

また、環境改善が「やって

いる感」を出すための免罪

符になっても困ると思って

います。 

あくまでも、防除を実施する中で加えて行う

という表現になるよう追記。 

8p 18-19 行目 
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23 藤本委員： 

４．③モニタリングの項目

に関して、ここに個体数低

減化手法を続けた先の話を

記載してはどうでしょう

か。 

（令和４年度伊豆沼外来魚

低密度管理報告書の 38₋42

ページ参照） 

あと、低密度管理をする上

で、外来魚がどのような動

態を示して減少していくの

か、それに対してどのよう

に防除していけばいいの

か、東北地方環境事務所か

ら受託した事業報告書の中

でまとめています。適宜ご

活用頂ければ幸いです。 

東北地方環境事務所の報告

書の提言部分に書きました

ように、防除活動を進めて

いくと、在来種の回復やリ

バウンドなどさまざまな事

象が生じます。「②環境改

善対策」ではなく、「３期

に分けた防除対策」とする

のはいかがでしょうか。こ

れには②環境改善対策も③

モニタリングも含まれてい

ますので、防除の現状によ

り即した内容になるかとは

思っています。 

必ずしも伊豆沼と同等の労力が各所でかけら

れるわけではないため、個体数低減化手法の

留意点として記述。 

7p 25-29 行目、巻

末 
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24 大浜委員： 

指針の文言に対する意見 

・ｐ2、改正赤字の最後の

行「期待します」は、表題

が「指針作成の目的」なの

で「目指します」では如何

でしょうか。 

・3p 35-36 行目の「湿地

タイプ」は、表題と同じ

「水域」が良いと思いま

す。 

・ｐ4、22 行目の「通報シ

ステム」とはどんなもので

しょうか？ 現存している

が機能していないのであれ

ば、改善について記すべき

だと思います。  

表現を修正。通報システムについては、現存

するものが必ずしもあるわけではないため、

「通報体制」として、その必要性を付記。 

2p 32、 

3p 35-36、 

4p 22、 

5p 16 行目 
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25 大浜委員： 

防除に関する意見 

【意見その 1 背景】 

・生息域が拡大傾向にある

コクチバスの防除について

は、駆除だけで生息域の拡

大は止まらないので、

（駆）除ではなく、（予）

防を中心に置くべき。 

・1 億や 300 万円の罰金で

も抑止の実効性はなかっ

た。それは私らも含め万人

が密放流は見つからないと

考えているから。 

・このため、この指針改定

案で、コクチバスの生息域

拡大が止まるとは思えな

い。 

・4.（1）①侵入の予防と

監視については、バス釣り

人 100,000 人のうち

99,990 人に対し看板設置

やパンフレットの配布が有

効であっても、密放流を考

える 10 人を抑止しなけれ

ば意味が無い。 

・多分、我々が考えても現

行犯で見つけることはほぼ

不可能と言える。だから密

放流する人がいる。ただ

し、現行犯で見つけなけれ

ばならない必然性はない。

警察が密放流者を捜査を行

い検挙することができれ

ば、効果的な抑止策になる

（・・・というか、これ以

外に密放流 10 人組への対

処はあるのだろうか？）。 

・つまり、密放流という法

令違反への対処が必要。 

・ただし、捜査の端緒とな

る、外来生物法違反の告発

状、被害届の提出に対し、

巻末に関連の参考資料の情報を掲載するとと

もに、4.(2) 1)に巻末の参考資料について参照

する旨を追記。併せて、外来生物に対する正

確な理解や防除活動、違法放流の問題につい

ての、広報等を活用した地域住民や遊漁者等

への理解の醸成については、4.(3)に記載。 

5p 13-21、 

6p 14-16、 

9p  23-34 行目 

（10 も参照） 
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警察、検察は、全くの後ろ

向き（所管官庁の関係部局

やや地方団体の所管課も含

む）。 

・実際に外来生物法違反の

密放流が告発や被害届が出

された事例はない（山梨県

はコクチバスの密放流によ

り、本来業務が妨害された

ことによる被害届）。 

【意見その 1 要望内容】 

 以上のことから、密放流

と思われる事例について積

極的に捜査を行うよう、環

境省及び水産庁から警察庁

へ依頼をしていただきた

い。 

 また、環境省及び水産庁

自身がどのような状況であ

れば自ら告発等法的対応を

するのか、しないのかにつ

いて検討し方針を定めてい

ただきたい。 

 これらの点について、検

討した結果に基づき指針に

書き込める内容を記載して

いただきたい。 
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26 大浜委員： 

【意見その２ 背景】 

・国も含め県の行政担当者

は、数年で異動してしまい

外来生物法に対する認識や

対応の継続性に欠ける。ま

た、漁業関係者は、被害実

体には詳しい者の防除に対

する意識や知識が十分でな

い。 

新たにコクチバスが確認さ

れたときに、誰が、何を、

いつ、どのようにすれば良

いのか、経験者でなければ

効果的な対応ができないこ

とから、後手後手に回り定

着を許した事例がほとん

ど。 

【意見その２ 要望内容】 

 前述の法令違反に対する

対処や指針に書かれた事項

が円滑に実施できるよう、

オオクチバス等の防除に係

るアドバイザーを環境省に

専任で新設、または地方環

境事務所に担当業務として

明記して配置するための予

算確保と組織体制の確立を

お願いしたい。 

 これらの点について、検

討した結果に基づき指針に

書き込める内容を記載して

いただきたい。 

 また、別途防除において

環境省として法的な対応の

ため何ができるのかを是非

検討していただければ有り

難い。 

環境省では、各地方環境事務所・自然環境事

務所に外来生物企画官・外来生物防除専門官

といった外来種対策の担当官を配置し体制強

化を進めている。 

今後のオオクチバス等対策を推進していく上

での行政側の体制に対する貴重なご意見とし

て承る。 

― 

27 中井委員：  

特定外来生物の位置づけ、

外来生物法の内容につい

て、最低限の記述はあった

ほうが良いのでは？ 

表現を修正。 1p 7-10 行目 
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28 中井委員： 

国によるオオクチバス等の

公示は、まだ有効なのでし

ょうか。少なくとも現在の

一覧では、国により公示さ

れていると示されているの

は、一部のアリ類のみで

す。 

旧法の公示に係る記載であるため、現状に合

わせて修正。 

1p-2p「１.」、 

10p 「5.(1)」 

29 中井委員： 

河川水辺の国勢調査の対象

となる全国の一級河川の

「水系」を単位とした場合

に、20％以上です。ここ

での表現はあいまいで、ま

た「今では」という表現は

すぐに古くなる可能性があ

ります。少なくとも、「●

●時点」「●●現在」とい

う補足は必要です。 

河川水辺の国勢調査の結果については、巻末

資料として掲載。 

巻末 

30 中井委員： 

当たり前の話ですが、影響

を受ける対象は「水生動

物」であることには言及し

たほうが良いと思います。 

表現を修正。 趣旨を踏まえ、指

針案へ反映 

3p 3-6 行目 

31 中井委員： 

昆虫類は淡水動物のなか

で、自力で飛翔して移動で

きることから、相対的には

分散能力が（最も）高いと

考えられています。 

表現を修正。 3p 4 行目 該当部分

を削除 

32 中井委員： 

“各県版”レッドリストは都

道府県版とすべき。 

表現を修正。 3p 9 行目 

33 中井委員： 

コクチバスの防除につい

て、「今の段階で“迅速に”

あるいは“速やかに”防除を

実施～とすべき。 

表現を修正。 4p 8 行目 
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34 中井委員： 

附帯決議にも応える内容と

して、漁業権魚種の混獲と

遊漁料の問題についても記

述が欲しい。 

追記に係る委員ご意見の部分については、防

除指針の趣旨からは外れるため記載は妥当で

はないと考える。 

なお、一部の内水面漁業協同組合において、

ブラックバスだけを採捕することは事実上困

難であることから、漁業権の対象とされてい

る他魚種が採捕される可能性があることを理

由として、遊漁料の納付を求めていることは

承知している。漁業権の対象とされていない

魚種を採捕するという名目で漁業権の対象と

されている魚種を混獲するものであると客観

的に認定し得るときは、遊漁料を納付させる

ことができると考えているが、いずれにせ

よ、遊漁料については都道府県知事において

適切に運用されるものと考えている。 

ー 

35 中井委員： 

普及啓発を進めるという内

容だけでは、附帯決議の内

容に十分に応えきれていな

いと思います。 

意見 10 番同様で、漁業に関する法令等で、

個別に漁具・漁法等を制限することはあって

も、遊漁行為そのものを禁止することは困難

である。 

ー 

36 中井委員： 

稚魚が群れを形成するの

は、オオクチバスの親が保

護している期間、と親の保

護が終わった直後の比較的

短い期間に限定されます。

コクチバスの場合は、親の

保護中も巣の近傍に集まっ

ている傾向がありますが、

水面上から見て「群れ」が

わかるほどではないと思い

ます。また、ブルーギルは

稚魚になると親の保護が終

わり、自力で広範囲に分散

してしまいます。 

表現を修正。 5p 32 行目 

37 中井委員： 

ライトトラップは、現在の

ところ、使ってもうまく捕

獲できないとの話がよく聞

かれます。 

流水域では効果が薄いという話もあるため、

「止水域で有効」と修正する。  

5p 35 行目 
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38 中井委員： 

群れるオオクチバスの場

合、成長して群れなくなっ

た稚魚は、「幼魚」と呼ば

れる成長段階になっている

のが普通です。 

表現を修正。 5p 32・36 行目 

39 中井委員： 

「性フェロモンによって誘

引した個体を捕獲するため

の方法として刺し網が用い

られ、もんどりでの誘引効

果を高めるためにその中に

おとり個体を入れたり、釣

りをする時にルアーを用い

たりします。」この部分は

なくても良いと思います。 

実例を踏まえ、記述はそのままといたした

い。 

ー 

40 中井委員： 

産卵適地の低減化につい

て、繁殖場所が分からなく

なることで繁殖抑制の手法

が使えなくなる可能性があ

る注意点を追記する。 

表現を修正。 6p 4-6 行目 
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41 中井委員： 

「干し出し」という表現

は、少なくとも私はほとん

ど聞いたことがありませ

ん。「かいぼり（搔い掘

り）」や「池干し」が圧倒

的に多い用例です。 

「干し出し」と「搔い掘

り」が水を抜く程度により

区別されているようです

が、実際には、「干し出

し」と「搔い掘り」には用

語としてそのような区別は

ないと思います。上述した

ように、「水を抜いて干し

出す」のであればわかりま

すが、「干し出し」という

あまり使われない語を見出

しは普及面から疑問があり

ます。また、ため池以外に

「水抜き・干し出し」を完

全駆除を想定できるほど有

効にできる水域はあるでし

ょうか。冒頭に「完全駆除

を目的とする場合」とあり

ますが、これは完全に水が

抜けるため池限定ではない

でしょうか。実際、「完全

に水を抜くことが困難な水

域」では、「低密度管理」

の実現を目指すとされてい

ます。一方、ダム湖では、

洪水期に治水管理上、水位

低下させるダム湖は多くあ

り、その時期がオオクチバ

ス等の繁殖期と重なるた

め、水位低下させる際に工

夫をすることで、有効に繁

殖抑制する手法も福島県・

三春ダムで開発されていま

す。また、ダム湖でもほぼ

完全に水抜きを行い、コク

チバスの根絶に成功した、

他の委員のご指摘も踏まえて表現を修正。 6p 9・13-14、 

7p 31、 

8p 4・24 行目 
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岐阜県伊自良湖などの事例

もあります。 

42 藤本委員： 

池干しをするのであれば、

春先から防除活動も実施す

るのは、労力がかかり過ぎ

て大変なうえ、別に春から

の防除を行わなくても、完

全排除はできますので、こ

こでは記述しない方が良い

かと思います。 

表現を修正。 6p 36-7p 7 行目を

削除 

43 藤本委員： 

ここの内容（水を抜くこと

が困難な水域の対策＝7p 

2-7 行目の内容）につきま

しては、３）水抜きの下に

書かれるよりは、４）の留

意事項か①の冒頭に書かれ

るべきだと思います。 

記述内容を修正して 3.(2)へ移動する。 4p 28-30 行目 

44 藤本委員： 

（防除により捕獲した個体

の扱いの記述が）少し冗長

に思えましたので、簡潔に

しました。「その他の細目

については、主務大臣が告

示で定めた基準に従う必要

があります。」といった文

言を加えてもいいかもしれ

ません。 

ご指摘を踏まえ、表現を修正。その他の細目

についての追記は、その旨の注記だけでは内

容が分からず、かといって細目を書くのは細

か過ぎてしまうため、追記せず。 

7p 9-22 行目 

45 中井委員： 

「防除においては、網に入

れたまま一時的に保管する

場合など飼養等施設として

の基準に適合しない場合も

考えられますが、このよう

な場合については、防除実

施計画において逸出防止の

措置が講じられているかど

うかを主務大臣が個別に審

査し、防除の確認・認定を

行うこととしています。」

の記述は不要ではないか。 

表現を修正。 同上 



資料１－３ 

27 

 

 

46 中井委員： 

オオクチバスとアカミミガ

メは餌資源の重複は少ない

と考えられます。 

表現を修正。 8p 2-3 行目 

47 藤本委員： 

キャッチ＆リリースは、こ

の項ではなく、普及啓発の

項でしょう。また、キャッ

チ＆リリースはバスの漁業

資源維持のために行われる

行為ですから、「必要性等

を個別に検討する」という

のは、外来生物法の趣旨か

らすると適切な表現ではな

いと思います。 

 

中井委員： 

キャッチアンドリリースへ

の対応にも積極性を見せて

ほしいと期待します。 

４．（２）２）に記載のままとする。その上

で、藤本委員のご意見を踏まえ、４．(3)の普

及啓発のパートに主旨を加筆修正する。 

9p 35-10p 2 行目 
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48 藤本委員： 

（在来種の繁殖に適した環

境改善が外来種の繁殖を抑

制することについて）この

事例をご教示頂けないでし

ょうか。ブルーギルならと

もかく、オオクチバスにつ

いては、これを期待するの

は厳しいのではないでしょ

うか。在来種の繁殖を促進

することで、オオクチバス

等が抑えられるという状態

は、「生物的抵抗」が高い

ことを意味します。オオク

チバス等に対して日本の水

圏生態系の生物的抵抗が高

いのであれば、これほどの

被害は生じてこなかったと

思います。 

 

中井委員： 

具体的にどのような事例が

あるのか、一般読者には見

当がつかないことが予想さ

れるため、もう少し具体的

に記したほうがよいと思い

ます。 

表現を修正。 8p 19-22 行目を削

除 

49 藤本委員： 

（透明度の改善のオオクチ

バス等防除への効果につい

て）この内容は、この指針

に載せるほど一般的な例で

はないと思いますし、透明

度の改善は非常に難しいの

で、ここで例に挙げる必要

はないと思います。 

表現を修正。 8p 30-32 行目を削

除 
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50 藤本委員： 

原文のままですと、防除実

施計画の話が唐突に出てく

る印象を受け、防除認定制

度との関わりが伝わりにく

いです。これらの点を、５

（１）計画策定の目的のと

ころに記してはいかがでし

ょうか。 

 

中井委員：「特定外来生物

の防除の確認や認定には、

防除実施計画の策定が必要

です。」などの説明があっ

た方が良いのでは。 

防除認定制度との関わりについて追記する。 10p 6-16 行目 

51 中井委員： 

（5.(3)③水面所有者・管

理者等との調整について）

水域の管理者に加えて、オ

オクチバス等の場合には水

産・漁業関係者との調整が

非常に重要です。 

表現を修正。 12p 6-7 行目 

52 中井委員： 

個体数低減化や完全排除が

難しいため今後も効果的な

手法開発が必要という記述

について、現状で効果を上

げている事例もあるので、

もう少しポジティブな表現

にしてほしい。 

「現状で効果を上げている事例」として、巻

末のマニュアルを紹介。 

巻末 

53 中井委員： 

防除実施計画の計画区域策

定の部分に「原則として対

象とするオオクチバス等の

生息分布水域を包含するよ

う定めるものとし、」とあ

るが、包含しないことはな

いので削除すべき。   

削除する。 11p 1-2 行目 
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54 中井委員： 

防除実施計画の計画期間の

部分に「原則として 3～5

年間程度とします。」とあ

りますが、これは、３～５

年間くらい「長い」ことを

言いたいのか、３～５年間

程度の「短さ」であること

を言いたいのかどちらです

か？ 

ご意見を踏まえ、地域の実情に応じた計画期

間を機動的に設定する主旨として、表現を修

正。 

11p 9-10 行目 

55 

(再確

認時 

ご意

見) 

松崎委員： 

タイトルの「オオクチバス

等に係る防除の指針」だけ

を見ますと、代わり映えが

しない。 

タイトルだけは、「オオク

チバス・コクチバス・ブル

ーギルに係る防除の指針」

として、コクチバスを強調

するような新しい呼びかけ

が効果的ではないか。 

平成 17 年に策定した指針との連続性、改定

版であることが明確に分かるようにするた

め、タイトルはそのままとする。 

ー 

56 松崎委員： 

目的の部分は下記のような

流れが別案かと思う。 

 

H17 年外来生物法でオオク

チバス等指定→同年 6 月 3 

日に「オオクチバス等に係

る防除の指針」 を策定→

これまで被害防止を図って

きた。一定の成果もあっ

た。→しかし被害は継続。

さらにコクチバスは分布を

拡大。→ネイチャーポジテ

ィブを達成するために、目

標・指針の見直しが必要。 

ご指摘を踏まえ修正（意見 74 も踏まえ、時

系列になるよう修正）。 

1p-2p「１．」 
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57 松崎委員： 

環境 DNA 学会のマニュア

ルが学会 Web サイトにあ

るので、参考になるような

ら引用してもよいかもしれ

ない。 

ご指摘を踏まえ、環境省生物多様性センター

の手引きと共に巻末に記載。 

巻末 

58 松崎委員： 

「６．実施体制の整備」

の、「（１）実施体制の整

備」「（２）関係機関・関係

者との連携」について、各

地域で行われる防除の成功

例・失敗例などの事例を束

ねて、共有することが極め

て大事だと思う。「国は、

各地域でおこなわれた防除

事例を広く収集し、情報共

有できる体制・機会を設け

ます。」といった文言が必

要だと感じた。 

ご意見の趣旨については、「６．実施体制の整

備」の、「（１）実施体制の整備」において、

「知見の共有」等を示している。また、優良

事例を含む防除マニュアル等を整理した HP

を環境省にて構築済みであることから、こう

した記載をもって情報共有の体制・機会を提

供していると考えている。 

ー 
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59 淀委員： 

4p 4 行目「また、侵入初期

の水域では、定着が進行す

る前に早急な防除の実施が

必要であり、」について，

侵入年度やその翌年度まで

に迅速に駆除を行った水域

では根絶等の成果が得られ

て い る た め ，「 必 要 で あ

り」にとどめず「防除の優

先度が高いと考えられま

す。」を入れた方が良い。 

 

カンマ以降の「未侵入の水

域であっても・・・」は侵

入初期の水域とは別の話な

ので，「優先度が高いと考

えられます。」で文を切っ

て，「また，未侵入の水域

であっても・・・とする方

が良い。 

表現を修正。 4p 4-5 行目 
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60 淀委員： 

5p 34 行目 

「親の保護を離れた幼魚等

を少ない労力で捕獲する方

法として、夜間のライトト

ラ ッ プ も 開 発 さ れ て お

り 、」 に つ い て ， 谷 沢 ら

（2024）より、ライトト

ラップで効果が高いのは約

10～25mm の個体で，親

の保護下にある仔魚期・稚

魚期，保護を離れてはいる

がまだ稚魚と呼べる発育段

階が主。「遊泳を開始した

仔稚魚等を・・」が良い。 

特に、34 行目で使用され

ている「幼魚」はかなり大

きな個体が想定されるた

め、同じ発育段階がライト

トラップで採れると誤解さ

れないためにも、幼魚は使

用しない方が良いと思う。 

5p 34-35 行目の「親の保

護を離れた幼魚等を少な

い労力で捕獲する方法と

して、夜間のライトトラ

ップも開発されており、

特に止水域で有効です。」

の「親の保護を離れた幼

魚を・・・」について、

「遊泳を開始した仔稚魚

等を・・・」 

の方が実態に即している

と考えてる。 

また、「なお、在来魚が多

く生息する水域では混獲

に注意が必要です。」につ

いては、 

表現を修正。 5p 34-35 行目 
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「在来魚が多く生息する

水域では」は不要と思

う。「なお、在来魚の混獲

には注意が必要です」で

良い。 

61 淀委員： 

8p 4-5 行目 

「水抜きや池干しを行う場

合には、上流側から順に行

うことが必要です。」は，

河川や、池の場合複数が水

路等で繋がっている水系を

想定していると思うが、今

の文だと一つの池の上流側

から水を抜いていく、ある

いは魚を捕獲していくこと

と受け取れます。適切な表

現をご検討いただければ。 

 

渡辺委員： 

上流側とは、複数のため池

が連なっていることが想定

されているのか。わかりに

くい。また、結びは「効果

的」くらいがいいだろう。 

 

中井委員： 

8p 4-5 行目 

「水抜きや池干しを行う場

合には、上流側から順に行

うことが必要です」を 

「複数の池が連続する水域

で水抜きや池干しを行う場

合には、基本的に上流側か

ら行うことが効果的です」

に。（いろいろな事情で、

上流側ができないことや、

上流側にはほとんどいない

こともありますので。） 

表現を修正。 8p 4-5 行目 
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62 淀委員： 

4p23 行目、5p 24 行目 

「定着水域は他水域への拡

散源・・・」について「侵

入水域は・・・」の方が良

いと思う。近年特定外来生

物について「定着」の語を

非常に慎重に考えるように

な っ て い る （cf. ヒ ア リ

等）。定着していなくても

存在していれば拡散源にな

りますので、持ち出しを含

む逸出防止策は重要。 

表現を修正。 4p 23、 

5p 24 行目 

63 淀委員： 

「違法放流等の侵入の有無

を監視」は、違法放流は

「行為」であり侵入は「状

況」のため、日本語として

違和感を覚える。「違法放

流の監視やオオクチバス等

の侵入の早期発見」ではど

うか。 

４（３）普及啓発に、「違法放流の問題」につ

いての理解醸成の観点から記載。併せて、全

体的に表記の繰り返しを整理。 

9p 27 行目 
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64 淀委員： 

10p ５.(1) 

「しかし、防除実施計画を

作成した上で～メリットが

あります」は日本語として

分かりづらいと感じる。防

除実施計画と、公示／確認

／認定との関係が読み取り

にくいためである。また、

この項目は「計画策定の目

的」なので、計画策定に繋

がる文章にすべきと思う。

（例：しかし，国及び都道

府県・・・メリットがあり

ますが、そのためには防除

実施計画が作成されている

必要があります。等） 

 

渡辺委員： 

５．（１）の 2 つ目の文は

難しい構造で読み取りにく

いので、平易にした方がい

い。また同じ文内の「メリ

ット」はどのようなメリッ

トか想像しにくいので、少

し補足が必要 

防除実施計画の策定は、防除の公示・確認・

認定を受ける際に、必ずしも必須ではないこ

とから、元の表現ぶりとする。ただし、読み

やすくなるよう修正する。 

10p ５.(1) 
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65 淀委員： 

10p 30 行目 

「計画対象区域の地区に分

け」→「計画対象区域を地

区に分け」or「を地区分け

し」 

 

渡辺委員： 

５．（２）①第２段落 2 つ

目 の 文 の 「 必 要 に 応 じ

て、、、地区に分け」は「必

要に応じて、、、地区を分

け」か「必要に応じて、、、

区域を地区に分け」ではな

いか。 

 

藤本委員： 

「計画対象区域の地区に分

け」は「計画対象区域を複

数の地区に分け」にしては

どうか。 

表現を修正。 10p 30 行目 
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66 大浜委員： 

3．目標の設定及び 4．効

果的な防除手法の文中の組

み立ては、（駆）除、（予）

防の順になっているが、指

針であるなら先ずは予防を

記載し、次に駆除の順番と

するべきだと考える。 

 

渡辺委員： 

３．は（１）と（２）を入

れ替えて時系列に沿った順

番にした方が、主な（1）

の 重 厚 な パ ー ト の 陰 に

（2）（前回その重要性が 

複数委員から強調されまし

た）が埋もれてしまわない

ために良いように感じた。 

この際は、今（１）になっ

ている部分の書き出しは

「ため池等、完全排除が可

能な場所以外では、、、」と

してはどうか。 

 

渡辺委員： 

４．は（１）と（２）を入

れ替えて時系列に沿った順

番にした方が、主な（1）

の 重 厚 な パ ー ト の 陰 に

（2）（前回その重要性が 

複数委員から強調されまし

た）が埋もれてしまわない

ために良いように感じた。 

３．の（１）と（２）を入れ替え。 

４．の（１）と（２）を入れ替え。 

4p 19-36、 

5p 13-9p 20 行目 
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67 大浜委員： 

No.10 の 意 見 へ の 対 応

3.(3)と 4.(3)について 

違法放流を抑止するため

に普及啓発する対象は、一

般住民や遊漁者ではなく、

違法放流者に対してだと考

える。 

このため記載すべき内容は

「違法放流は法令違反であ

り、捜査の対象となる行為

である」ことで、自身の違

法放流が捜査対象となり得

る行為であると認識される

ことが、抑止につながると

考える。 

違法放流者を特定することは困難であるた

め、地域住民や遊漁者を対象に普及啓発して

いくことで違法放流しにくい環境を作ってい

くという考え方である。 

一般論として捜査等に係る記述を指針本文に

掲載することは困難であるところ、ご意見を

踏まえ、巻末に参考資料として事例を掲載。 

巻末 
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68 大浜委員： 

No.10 の対応 3.(3)と 4.(3)

について 

 山梨県漁業調整委員会が

発出した、琴川ダム貯水池

においてコクチバスを目的

と し た 釣 り を 禁 止

（https://www.pref.yama

nashi.jp/naisuimen/koku

chi.html）は、バス釣り人

の来訪規制として有効であ

り、コクチバスの持ち出し

抑制に効果があったと考え

られている。 

また、水産庁では 25 年前

になるが、委員会指示によ

る採捕規制について、必要

に応じ対応できると通知し

ている。 

そこで、「状況により委員

会指示による採捕規制が可

能であり、その有効事例が

あること」を追記すべきと

考える。 

委員ご指摘のとおり、通知（12-2441 平成

12 年 3 月 27 日「内水面外来魚問題緊急対策

について」水産庁資源管理部長）において、

バス等の釣りを巡り内水面における漁場管理

上の問題が発生し、それが漁業権侵害とみな

されるような影響を及ぼしていると客観的に

判断できる場合、内水面外来魚の採捕禁止を

指示することが可能です。このことから、一

部表現を修正しました。 

なお、委員会指示は、漁業法の適用が及ぶ

水面において、水産動植物の繁殖保護や漁業

調整等のため必要な場合に適時適切な指導の

ため発出されるものであり、４水管第 57 号

令和４年４月 14 日「海区漁場計画の作成等

について」水産庁長官（技術的助言）などで

も、内水面における漁場の管理において、水

産動植物の繁殖保護や漁業調整等のため必要

な場合は、内水面漁場管理委員会指示により

適時適正な指導が行われるよう周知を続けて

いるところです。 

本指針案においては、４（３）において、

「個体数低減化の効果を期待する観点から、

自治体の条例や内水面漁場管理委員会の指示

により…」と記載しており、委員会指示によ

る規制発出が可能である旨の記載はあると認

識しています。 

巻末、9p 35-10p 2

行目 

69 大浜委員： 

No.25 の 意 見 へ の 対 応

3.(3)と 4.(3)について 

 新たな生息域拡大を防止

するため、漁業被害が生じ

駆除作業を行っている漁業

関係者が、被疑者不明で偽

計業務妨害の被害届を出し

た事例を追記すべきだと考

える。 

（なお、外来生物法違反の

違法放流に対する対処手続

きについては、この改訂後

も引き続き検討をお願いい

たします。） 

違法放流者を特定することは困難であるた

め、地域住民や遊漁者を対象に普及啓発して

いくことで違法放流しにくい環境を作ってい

くという考え方である。 

本件の被害届を提出した事実による違法放流

への抑止力が期待される一方、一般論として

捜査等に係る記述を指針本文に掲載すること

は困難であるところ、ご意見を踏まえ、巻末

に参考資料として事例を掲載。 

 

巻末 

https://www.pref.yamanashi.jp/naisuimen/kokuchi.html
https://www.pref.yamanashi.jp/naisuimen/kokuchi.html
https://www.pref.yamanashi.jp/naisuimen/kokuchi.html
https://www.pref.yamanashi.jp/naisuimen/kokuchi.html
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70 大浜委員： 

No.26 の対応について 

 環境省出先機関への外来

種対策担当官配置による体

制強化は、大変有り難いこ

となので、その位置づけ

（指導、相談、連携等）に

ついて、指針に追記してい

ただきたい。 

No.26 については、現在、体制強化を進めて

いるところであるが、その業務内容も各事務

所ごとに様々であり、一律には記載できない

こと、そして指針に記載するものではなく、

環境省の内部で検討・実施していくものであ

ることから、指針には記載せず、今後のオオ

クチバス等対策を推進していく上での行政側

の体制に対する貴重なご意見として承る。 

ー 

71 渡辺委員： 

１．目的の冒頭の文は、法

律の文言そのままだが、こ

こは分かりやすさを優占し

て、平滑かつ短くした方が

良い。 

当該記載は、法律の第 1 条に所載する目的を

説明したものであり、環境省 HP でもこのと

おり解説していることを踏まえ、冗長になら

ないよう分かり易く表現を修正（いったん修

正したが、元に戻す）。 

1p 7-10 行目 

72 渡辺委員： 

年の標記は元号と西暦併記

にしてはどうか。 

表現を修正（生物多様性国家戦略の記載であ

る 2p 18 行目については、西暦のみとした）。 

ー 

73 渡辺委員： 

１．目的の第 3 段落に琵琶

湖でのオオクチバス等の減

少が成功事例のように書か

れているが、大幅にオオク

チバス等が減ってはいても

低密度管理には程遠く、条

例違反の行為も日常化して

いるので、表現を改めた方

がいい。例えば、「オオク

チバスと、、、受けていた一

部の地域では、これらの魚

種の生息量が、、、見られる

など、状況の改善が見られ

ま す 。」 等 と し て は ど う

か。 

表現を修正。 1p 25-28 行目 

74 渡辺委員： 

１．目的の第 2 段落最後に

ある指針の策定の部分が読

みにくいので、より平易に

改善できないか。 

ご指摘を踏まえ修正（意見 56 も踏まえ、時

系列になるよう修正）。 

1p-2p「１．」 
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75 渡辺委員： 

１．目的の第 7 段落最初の

文の外来種問題に対する認

識は、「国民の認識」「市民

の認識」「社会における外

来種問題に対する認識」と

いった表現の方がいいので

はないか。 

「社会における外来種問題に対する認識」に

修正。 

2p 15 行目 

76 渡辺委員： 

１．目的の第 5 段落 2 つ目

の文の途中の「令和 5 年 3

月に、、、」の前に「また」

などの接続詞が必要。 

表現を修正。 2p 17 行目 

77 渡辺委員： 

１．目的の第 5 段落 3 つ目

の文の「加えて、防除技術

も進歩しました。」は少し

武骨に感じるので、「加え

て、オオクチバス等の防除

技 術 も 進 歩 し て き ま し

た。」としてはどうか。 

表現を修正。 2p 20-21 行目 

78 渡辺委員： 

２．（１）冒頭の文の「直

接的には」は、主語を入れ

て「直接的にはそれらが」

とする方がいい。 

後段の「間接的」の部分にも「それらが」を

入れることになり、冗長、かつ冒頭の「オオ

クチバス等」と 2 回目の「それら」が離れる

ことによる分かりにくさを踏まえ、元の表現

ぶりとさせたいただきたい。 

ー 

79 渡辺委員： 

２．（１）の箇条書き部分

の前に、その箇条書きが何

かを示す導入が必要。 

表現を修正。 3p 5-6 行目 

80 渡辺委員： 

侵入初期、今後の分布拡大

が逆方向なので、一つなが

りで読むと違和感があるの

で、２．（３）最後の文章

の「気候変動による、、、」

の前に「一方で」か「その

一方で」などを入れた方が

いい。 

表現を修正。 4p 7 行目 
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81 渡辺委員： 

３．（２）の 2 つ目の文の

「逸出防止対策の実施体制

構築」は「逸出防止対策の

実施体制の構築」とした方

がいい。 

表現を修正。 4p 24 行目 

82 渡辺委員： 

３．（３）の最後の文が弱

い。ここに社会教育等へ言

及が欲しい（４．の最後に

はあるので）。 

3.(3）の最終文に「広報等も活用して」を追

記。 

5p 7 行目 

83 渡辺委員： 

丸囲み数字の下の階層で片

カッコ数字が使われている

が、少しわかりにくいの

で、（ア）や①－１の方が

いいかもしれない。 

「４．」のみの表現であり、他との並びを見る

と分かるため、元の表現ぶりとさせたいただ

きたい。 

ー 

84 渡辺委員： 

４．（２）①の「ライトト

ラップ“も”」は「ライトト

ラップ“が”でいい。 

表現を修正。 5p 34 行目 

85 渡辺委員： 

４ ．（ ２ ） ① の フ ェ ロ モ

ン、おとり個体やルアーで

誘引する部分の「網」は

「さし網や定置網」にして

はどうか。 

表現を修正。 6p 2 行目 

86 渡辺委員： 

４．（２）①の最後の「地

元自治体、、、問い合わせる

ように、、、」の前に「事前

に」を入れてはどうか。 

ご指摘の趣旨を踏まえ、表現を修正。 6p 19 行目 
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87 渡辺委員： 

４．（２）①の 2 つ目の文

章は「、、、効果があります

が、」の部分で一旦切って

「、、、あります。ただし産

卵適地の、、、」として、否

定的な文章にならないよう

にするといい。 

表現を修正。 6p 4 行目 

88 渡辺委員： 

４．（２）①の冒頭で、「生

きたまま活用、、、」の部分

は法令の文章の引用だと思

うが、分かりにくい。「学

術研究、展示、教育の目的

で生きたまま活用する場合

には、防除主体が、、、」と

する。「教育等」の“等”は

拡大解釈されないように削

除するか、「生業の維持」

の文章を入れるかしてはど

うか。 

前段については、ご指摘のとおり表現を修

正。 

後段については、外来生物法施行規則第 3 条

七号に「 前各号に掲げるもののほか、特定外

来生物による生態系等に係る被害の防止その

他公益上の必要があると認められる目的」と

あるとおり「等」に含まれるものが「生業の

維持」だけではないことから、元の表現ぶり

とさせたいただきたい。 

7p 10-13 行目 

89 渡辺委員： 

４．（２）①の 4 つ目のポ

ツの文の最後にある「天

敵」は「捕食者」の方が適

切ではないか。 

表現を修正。 7p 36-8p 1 行目 

90 渡辺委員： 

４．（２）①のキャッチア

ンドリリースの文章の意図

が分かりにくい。キャッチ

アンドリリースが必要ない

ケースとはどういった場合

か。合意形成が難しいケー

スは想像できる。 

漁業法の適用が及ぶ水面においては、水産

動植物の繁殖保護や漁業調整等のため必要な

場合は、漁場管理委員会指示により適時適正

な指導を行うことが可能であり、C＆R の導

入についても当該水域での必要性等を踏まえ

個別に検討されております。 

― 



資料１－３ 

45 

 

 

91 渡辺委員： 

４．（２）① 2)の 8 つ目の

ポツは、「可能と考えられ

ますが、」を「考えられま

す。」で切り、2 つに分け

る方がいい。また、分けた

後の後ろの方の文はやや日

本語のこなれが悪いように

感じる。 

当該部分については、意見 52 を踏まえ、巻

末のマニュアルを紹介したため記載していな

い。 

ー 

92 渡辺委員： 

7p 24 の結びは、「必要が

あります」の方がいい。 

表現を修正。 7p 24 行目 

93 渡辺委員： 

４．（２）②１）の再導入

は、絶滅までしていなくて

も追加することがありえる

ため、「再導入や補強」と

する方がいい。 

表現を修正。 8p 25 行目 

94 渡辺委員： 

４．（２）③の「資源量」

はその前の表現とあわせて

「個体数」が妥当。 

表現を修正。 9p 5・8 行目 

95 渡辺委員： 

４．（２）③の最後の段落

の「継続は必要です」は

「継続が必要です」の方が

いい。 

表現を修正。 9p 19 行目 

96 渡辺委員： 

４．（１）①の項目名は、

防止の為に監視が必要であ

り、内容に監視についても

書かれているので「侵入の

防止と監視」の方がいい。 

表現を修正。 5p 14 行目 
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97 渡辺委員： 

４．（１）①の最後は、姿

勢を示すこと以前に取り込

むことが重要なため、「取

り組み、その姿勢を示すこ

とが重要です。」としては

どうか。 

趣旨を踏まえ、表現を修正。 5p 20-21 行目 

98 渡辺委員： 

４．（１）②の「生存個体

の持ち出し」は「違法な生

存個体の、、、」としてはど

うか。 

現案においても、違法な生存個体も含まれる

表現であるため、元の表現ぶりとさせていた

だきたい。 

― 

99 渡辺委員： 

４ ．（ ３ ）2 つ 目 の 文 の

「 依 然 と し て 分 布 拡

大、、、」を「依然としてオ

オ ク チ バ ス 等 の 分 布 拡

大、、、」とする。 

４．（３）については、外来生物や防除活動、

違法放流の問題についての一般的な理解醸成

の観点から記載の主旨を踏まえた修正として

います。。 

ー 

100 渡辺委員： 

４ ．（ ３ ）2 つ 目 の 文 の

「 違 法 放 流 等 の 侵 入

の、、、」に違和感あり。少

し前の「遊漁者等により」

と被るが「違法放流等によ

る侵入の、、、」とするなど

表現を修正してはどうか。 

全体的に表現を修正。 9p 24-34 行目 

101 渡辺委員： 

４．（３）第 3 段落の文

は、このままでも構いませ

んが、上で同じ文が出てく

るので、ここはシンプルに

「また、自治体の条例や内

水面、、、を禁止している地

域では、自治体や関係団体

による広報、、、」としては

どうか。また、結びは「図

る必要があります。」とし

てはどうか。 

表現を修正。 9p 35-10p 2 行目 
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102 渡辺委員： 

５．（２）①の 1 つ目の文

は「十分な調査が、、、」の

前で区切って分けた方がい

い。その際、「ただし」は

不要。 

切って分ける（＝平成 17 年作成の当初版の

記載に戻す）にすることは可能であるが、そ

の場合でも、前後の文脈から、逆接の接続詞

は必要。ゆえに、中井委員のご修文である元

の表現ぶりとさせたいただきたい。 

10p 24 行目 

103 渡辺委員： 

５．（２）①第２段落最初

の文の「完全排除、被害

の、、、」は「完全排除や被

害の、、、」にした方がい

い。 

表現を修正。 10p 27 行目 

104 渡辺委員： 

５．（２）②第２段落「関

係する防除自治体」の“防

除”は不要。 

表現を修正。 11p 4 行目 

105 渡辺委員： 

５．（２）③最後の部分の

改訂等の“等”は不要ではな

いか。廃止もあり得るとい

うことかもしれないが、そ

れも改訂の一種と判断す

る。 

廃止は、「改訂」とは言いがたいことから、元

の表現ぶりとさせたいただきたい。 

ー 

106 渡辺委員： 

５．（２）④の結びは、⑤

と揃えて「検討し、記載し

ます。」としてはどうか。 

表現を修正。 11p 17 行目 

107 渡辺委員： 

５ ．（ ３ ） ③ 最 初 の 文 の

「必要に応じ」は、本来管

理者への説明の必要が無い

ケースは想定しにくく、不

要ではないか。 

表現を修正。 12p 5 行目 
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108 渡辺委員： 

６．（１）１つ目のポツの

「 漁 業 関 係 者 が 実 施 す

る、、、」は「漁業関係者等

が実施する、、、」ではない

か。漁業関係者以外の防除

活動への支援は行わないの

か。 

一つ目の「・」の主旨として、漁業関係者以

外への支援についても、前段で地方公共団体

の施策の支援について記載しているほか、ご

指摘の部分は、漁業者が実際に行う漁業被害

対策の水産庁の支援対策を想定した記載であ

るため、元の表現ぶりとさせていただきた

い。 

― 

109 渡辺委員： 

６．（１）２つ目のポツの

「オオクチバス等の対策に

ついては」の“は”は、他の

ものへの対策についての記

述がないので、不要ではな

いか。また、結びの「推進

します」について、何を推

進するのか明記する必要が

あるかと思うが、対策を推

進するということならば、

最初に「対策について」と

あるので不要かもしれな

い。 

前段については、ご指摘のとおり表現を修

正。後段については、ご理解のとおりである

ため元の表現ぶりとする。 

12p 20-23 行目 

110 渡辺委員： 

指針の位置づけの資料につ

いて、重要なピックアップ

だと思うが、相互の関係が

わからず、ただの羅列に見

え、またボックスの形の違

いの意味もよくわからな

い。 

もう少し工夫したものが提

示できるとわかりやすい

し、効果的かと思う。 

ご指摘を踏まえ修正 第 2 回検討会「資

料１－２」のとお

り修正 
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111 藤本委員： 

４（２）には、タイトルに

完全排除の文字が入ってい

るが、文中には完全排除の

文言が消えていたので（今

回の指針改定により削って

しまった？）、最後に「適

切に実施すれば、池干しに

よってオオクチバス等を完

全排除することができま

す。」と追記し、完全排除

の文言を入れてはどうか。 

9p 17 行目に「完全排除」の文言が残ってお

り、水抜き等で完全排除できることが読める

ため、元の表現ぶりとさせていただく。 

ー 

112 藤本委員： 

５．（１）の最初の文は、

「防除実施計画は、それぞ

れの地域において防除活動

を効果的・効率的に実施し

ていくために作成するもの

です。特定外来生物の生息

状況や地域の状況を踏まえ

ながら防除の目標を設定

し、科学的知見に基づき適

切な防除手法を選定し、目

標達成に向け必要な関係機

関との調整や実施体制を計

画に記します。」としては

どうか。 

ご指摘を踏まえ、一部表現を修正。 10p 6-10 行目 

113 藤本委員： 

５．（２）①第１段落の 1

つ目の文は日本語として変

な印象を受けるので要修

正。 

表現を修正。 10p 22-23 行目 

114 藤本委員： 

５．（３）①の段落冒頭の

文を受け、「防除の主体と

は・・・」という文言が必

要。 

主旨を踏まえ、表現を修正。 11p 25 行目 
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115 藤本委員： 

5．（３）計画の策定方法

と６．実施体制の整備の内

容が重複する部分があり、

読みにくくなっているよう

に感じる。６．の実施体制

の整備を５．（３）に集約

することはできないか。以

下、組み替え案を記す。 

 

５．（３）計画策定と実施

体制の整備 

 ① 防除の主体 

   現 在 の ５ ．（ ３ ） ① に

６．の記述も入れる 

 ② 実施体制 

   現在の６．（１）（２）を

整理 

 ③ 関係機関との調整・連

携 

   現在の５（３）②と③を

中心に 

５．は計画策定方法や策定時の留意事項であ

り、６．は各防除主体の責務の明確化に係る

主旨としての記載である。よって、集約・統

合すると、記載の主旨が、かえって不明瞭に

なるところ、元の構成と表現ぶりにさせてい

ただきたい。 

ー 

116 藤本委員： 

６．（１）冒頭の文につい

て、責務規定と書かれても

読んだ人には伝わりにくい

かと思いますので、防除の

主体と併せて責務規定を

５．（３）①として記述し

てはどうでしょうか。 

責務規定を踏まえて、各防除主体が実際に行

うことを 6．に箇条書きで記載している。 

５．は計画策定方法や策定時の留意事項であ

ることから、元の構成と表現ぶりとさせたい

ただきたい。 

ー 

117 中井委員 

4p 27 行目 

「完全排除が可能な」を 

「オオクチバス等の生息水

域においては、技術的に完

全排除が可能な」に 

渡辺委員のご指摘を踏まえ修文した結果、当

該箇所の記載を省略。 

4p 27-31 行目 
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118 中井委員 

4p 29 行目 

「長期間をかけて低密度管

理」を 

「低密度管理」に 

表現を修正。 4p 29 行目 

119 中井委員： 

7p 25 行目 

「低密度化には、」を 

「低密度化には長期間かか

ることがあり、その過程

で、」に 

表現を修正。 7p 25 行目 

120 中井委員： 

7p 26-27 行目 

「容易には回復できない状

態にまで減少した」を 

「容易には回復できない状

態にまで十分に減少した」

に 

表現を修正。 7p 26-27 行目 

121 中井委員： 

5p 2-10 行目 

この部分に、 

「また、違法放流が継続す

る背景には、違法行為であ

っても一旦オオクチバス等

が生息する状況が発生すれ

ばそこで自由に釣りができ

るという旨味があることが

想定されることから、水域

の事情によってはオオクチ

バス等を対象とした釣り行

為そのもの制限について検

討することも必要です。」

という内容を盛り込めない

か。 

68 でも記載したように、漁業法の適用が及

ぶ水面においては、水産動植物の繁殖保護や

漁業調整等のため必要な場合は、漁場管理委

員会指示により適時適正な指導を行うことが

可能であり、各地域の実情に応じて、特定の

魚種を目的とした採捕について、内水面漁場

管理委員会指示により規制しております。 

― 
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122 中井委員： 

5p 32-33 行目 

「稚魚の段階までオス親が

保護して群れを形成するた

め」を 

「オス親が稚魚の段階まで

群れを保護し、親から独立

した後の幼魚もしばらくの

間、岸沿いに群れを形成す

るため」に 

シンプルに表現を修正。 5ｐ 32-33 行目 

123 中井委員： 

6p 4-5 行目 

「産卵適地の低減化を」を 

「これらの対策を」に。

（産卵床の破壊も含みま

す） 

表現を修正。 6p 4-5 行目 

124 中井委員： 

6p 5-6 行目 

「把握困難な場所に新たな

産卵床を作られないよう注

意が必要です」を 

「把握困難な場所に新たな

産卵床が作られる可能性を

十分に想定したうえで実施

する必要があります」に。 

表現を修正。 6p 5-6 行目 

125 中井委員： 

6p 7 行目 

「ドローン探索」を 

「ドローン撮影」に。（「探

索」が重複します） 

「ドローン撮影による探索」に表現を修正。 6p 7 行目 

126 中井委員： 

6p 8 行目 

「干しだす手法」を 

「干し上げる手法」に。 

表現を修正。 6p 8 行目 
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127 中井委員： 

9p キャッチ・アンド・リ

リース禁止の導入につい

て、ハードルが高い書きぶ

りになっていますが、釣り

による無秩序な利用を抑制

する効果のある手法とし

て、もう少し推奨しても良

いのではないでしょうか。 

68、121 でも記載したように、漁業法の適

用が及ぶ水面においては、水産動植物の繁殖

保護や漁業調整等のため必要な場合は、内水

面漁場管理委員会指示により適時適正な指導

を行うことが可能であり、その旨は指針本文

中４（３）に記載しております。 

9p-10p 「4.(3)」 

128 中井委員： 

8p 12 行目 

「上記に記載した」はダブ

り表現ですね。 

当該部分については、意見 52 を踏まえ、巻

末のマニュアルを紹介したため記載していな

い。 

ー 

129 中井委員： 

7p 2) 個体数低減化手法の

導入に際し、留意すべき事

項 

相手が魚であることから、

「外来生物法」の「運搬

等」については、水を切っ

た容器を用いるのであれ

ば、生かす意思がないとみ

なせるため、殺さなくても

運べることなど、どこかで

触れておいてほしいと思い

ます。この運用のおかげ

で、外来魚駆除が他の外来

種駆除と比べても、各地で

円滑に行われてきたわけで

すから。（7p 19-22 行目だ

と、駆除に確認・認定が必

要なように読めてしまいま

す。） 

表現を修正。 7p 17-19 行目 
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130 中井委員： 

法律違反であっても放流し

てバスが生息する状況がで

きさえすれば、それを自由

に釣れるという「旨味」の

あることが、違法行為が止

まらない背景にあるのは明

白です。オオクチバス・コ

クチバスは数ある特定外来

生物のなかで、意図的放流

という違法行為が有効に止

められていないという点

で、それに対する有効な対

策が求められる最重要の特

定外来生物です。そのオオ

クチバス等を取り扱う指針

において、少しでも違法行

為の「撲滅」に近づけるよ

うな記述がぜひともほしい

と思います。 

特に、都道府県について

は、内水面漁協に漁業権を

付与する手続きを認可する

役割を担っており、昨今の

漁業権対象でない魚種に対

しても、混獲のリスクのあ

る魚種については遊漁料を

徴収できるという、法律の

抜け穴を突くような形でオ

オクチバス等を対象とした

釣り人から遊漁料が入る状

況を広げるような脱法的な

動きがあるとのことです。 

遊漁自体は環境省の所管で

はなく水産庁の担当である

ことは重々承知しておりま

すが、オオクチバス等は環

境省・農水省の共管種であ

ることからも、また、外来

34 でも記載のとおり、一部の内水面漁業協

同組合において、ブラックバスだけを採捕す

ることは事実上困難であることから、漁業権

の対象とされている他魚種が採捕される可能

性があることを理由として、遊漁料の納付を

求めていることは承知しています。漁業権の

対象とされていない魚種を採捕するという名

目で漁業権の対象とされている魚種を混獲す

るものであると客観的に認定し得るときは、

遊漁料を納付させることができると考えてい

ますが、いずれにせよ、遊漁料については都

道府県知事において適切に運用されるものと

考えています。 

― 
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生物法の改正時の付帯決議

で「違法行為の撲滅」への

対策が具体的に求められて

いることからも、こうした

脱法的状況を主務官庁が知

りながら放置したままであ

ることは大きな問題である

と考えます。 

 


